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　国民年金加入中や、20歳前の病気、ケガで障害の状態（精
神の障害やガンなどの傷病にともなう身体の機能障害の状態
も含む）になったときは、一定の要件を満たせば障害基礎年
金が支給されます。

国保年金課（☎821‐1111　内線2290）
日本年金機構　土浦年金事務所（☎825‐1170）

問国保年金課（☎821‐1111　内線2290）

障害基礎年金の受給には申請が必要です。
まずはお気軽にご相談ください。

①国民年金に加入している間に初診日（病気やケ
ガで初めて医師の診療を受けた日）があること
※20歳前や、60歳以上65歳未満（年金に加入し
ていない期間）で、日本国内に住んでいる間に
初診日があるときを含む

②一定の障害の状態にあること

③初診日の前日において、次のいずれかの要件を
満たしていること
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の
加入期間の2/3以上の期間について、保険
料が納付または免除されている

(2)初診日において65歳未満であり、初診日の
ある月の前々月までの 1年間に保険料の未
納がない

◎障害基礎年金の年額（平成28年度の額）
　１級障害…97万5125円
　２級障害…78万  100円 

※障害年金の受給者によって生計を維持されてい
る子がいる場合、次の額が加算されます。（子が
18歳に達した年度の末まで、障害のある子の場
合は20歳未満）
１人目・２人目の子…１人につき22万4500円
３人目以降の子…１人につき  7万4800円

◎障害基礎年金を受けるための要件

もしも、病気や怪我で障害が残ったら…

障害基礎年金
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